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１．調査団員氏名・所属 

 

（１）第１次現地調査（2014 年 8 月 5 日～2014 年 9 月 3 日） 
 総括 恒岡 伸幸（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 協力企画 斉藤 真一（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 業務主任／道路計画(排水計画)    中村 友彦（片平ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙ（KEI）） 

 道路設計／橋梁設計 山宿 壮 （KEI） 

 自然条件調査（地形・地質・地盤） 吉岡 俊策（KEI） 

 自然条件調査（水文・気象） 栩中 正照（KEI） 

 環境社会配慮 前畑 高康（KEI） 

 積算・施工計画  向井 潔 （KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 

 

（２）第２次現地調査（2014 年 12 月 1 日～2014 年 1 月 18 日） 

 業務主任／道路計画(排水計画)    中村 友彦（KEI） 

 自然条件調査（水文・気象） 栩中 正照（KEI） 

 

（３）第３次現地調査（2016 年 5 月 9 日～2016 年 5 月 23 日） 
 総括 福田 義夫（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 業務主任／道路計画(排水計画)    中村 友彦（KEI） 

 道路設計／橋梁設計 山宿 壮 （KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 

 

（４）第４次現地調査（2017 年 1 月 30 日～2017 年 2 月 13 日） 
 総括 福田 義夫（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 計画管理 川崎 賢宏（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 業務主任／道路計画(排水計画)    中村 友彦（KEI） 

 環境社会配慮 前畑 高康（KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 

 

（５）第５次現地調査（2017 年 7 月 17 日～2017 年 7 月 31 日） 
 総括 福田 義夫（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 業務主任／道路計画(排水計画)    中村 友彦（KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 

 

（６）第６次現地調査（2017 年 7 月 31 日～2017 年 8 月 14 日） 
 積算・施工計画  向井 潔 （KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 
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（７）第７次現地調査（2017 年 8 月 28 日～2017 年 9 月 11 日） 
 環境社会配慮 前畑 高康（KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 

 

（８）第８次現地調査（2017 年 12 月 4 日～2017 年 12 月 18 日） 
 環境社会配慮 前畑 高康（KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 

 

（９）概略設計概要説明調査（2018 年 2 月 25 日～2018 年 3 月 11 日） 
 総括 福田 義夫（JICA 社会基盤・平和構築部） 

 業務主任／道路計画(排水計画)    中村 友彦（KEI） 

 通訳（西語）           山川 清利（KEI：補強） 
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２．調査行程 

（１）第一次現地調査 
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（２）第二次現地調査 

 

  

月 日 曜日

1 月 1 成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ  1 成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ  

2 火 2 ﾆｭｰﾖｰｸ -ﾘﾏ- ｻﾝﾀｸﾙｽ 2 ﾆｭｰﾖｰｸ -ﾘﾏ- ｻﾝﾀｸﾙｽ

3 水 3
SEDCAMと協議

資料収集
3

SEDCAMと協議
資料収集

4 木 4 現地調査 4 現地調査

5 金 5 ヒアリング（関係各所訪問） 5 ヒアリング（関係各所訪問）

6 土 6 現地調査 6 現地調査

7 日 7 現地調査 7 現地調査

8 月 8 現地調査 8 現地調査

9 火 9 現地調査 9 現地調査

10 水 10 ヒアリング（関係各所訪問） 10 ヒアリング（関係各所訪問）

11 木 11 現地調査 11 現地調査

12 金 12 現地調査 12 現地調査

13 土 13 現地調査 13 現地調査

14 日 14 現地調査 14 現地調査

15 月 15 ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ 15 ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ 

16 火 16
JICA、EOJ へ表敬

ﾗﾊﾟｽ - ﾘﾏ
16

JICA、EOJ へ表敬
ﾗﾊﾟｽ - ﾘﾏ

17 水 17 ﾘﾏ - ﾆｭｰﾖｰｸ 17 ﾘﾏ - ﾆｭｰﾖｰｸ 

18 木 18 ﾆｭｰﾖｰｸ  - 成田 18 ﾆｭｰﾖｰｸ  - 成田

Note)

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所属 KEI KEI

名前 中村　友彦 栩中　正照

EOJ: Embassy of Japan,   JICA: Japan International Cooperation Agency,
KEI: Katahira & Engineers International

アサイン

12月

#
自然条件調査
（水文・気象）

#
業務主任／道路計画

（排水計画）
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（３）第三次現地調査 

 
  

KEI KEI KEI

中村　友彦 山宿　壮 山川　清利

年月 日 曜日 #

9 月 1

10 火 2

11 水 3

12 木 4

13 金 5

14 土 6

15 日 7

16 月 8

17 火 9

18 水 10

19 木 11

20 金 12

21 土 13

22 日 14

23 月 15

Note)

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所　属

名　前

EOJ: Embassy of Japan,   JICA: Japan International Cooperation Agency
KEI: Katahira & Engineers International

担当業務
通訳（西語）

2016年
5月

業務主任/道路計画
（排水計画）

道路設計・橋梁設計

成田 → ﾆｭｰﾖｰｸ → ﾏｲｱﾐ → 

→ ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと協議

関係機関（SEDCAM、ABC等）と協議、調達事情調査

関係機関（SEDCAM、ABC等）と協議、調達事情調査

サイト調査、調達事情調査

サイト調査、調達事情調査

調査結果整理

ﾗﾊﾟｽ → ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ → ﾆｭｰﾖｰｸ →

→ 成田

サイト調査、調達事情調査

M/D協議、サイト調査、調達事情調査

M/D協議、テクニカルノート協議

M/D署名、テクニカルノート署名
サンタクルス → ラパス

EOJ、JICA事務所報告
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（４）第四次現地調査 

 
  

月 日 曜日

30 月 1
成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
1

成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
1

成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -

31 火 2
- ｻﾝﾀｸﾙｽ

SOPOTと協議
2

- ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと協議

2
- ｻﾝﾀｸﾙｽ

SOPOTと協議

1 水 3
サイト調査

SOPOTと協議
3

サイト調査
SOPOTと協議

3
サイト調査

SOPOTと協議

2 木 4
現地調査

オキナワ市と協議
4

現地調査
オキナワ市と協議

4
現地調査

オキナワ市と協議

3 金 5 SOPOTと協議 5 SOPOTと協議 5 SOPOTと協議

4 土 1
成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
6 現地調査結果取り纏め 6 現地調査結果取り纏め 6 現地調査結果取り纏め

5 日 2 - ｻﾝﾀｸﾙｽ 7 現地調査結果取り纏め 7 現地調査結果取り纏め 7 現地調査結果取り纏め

6 月 3 SOPOTとMD協議 8 SOPOTとMD協議 8 SOPOTとMD協議 8 SOPOTとMD協議

7 火 4
SOPOTとMD協議

現地調査
9

SOPOTとMD協議
現地調査

9
SOPOTとMD協議

現地調査
9

SOPOTとMD協議
現地調査

8 水 5
MDのサイン

ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ
10

MDのサイン
ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ

10
MDのサイン

ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ
10

MDのサイン
ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ

9 木 6 開発企画庁と協議 11 開発企画庁と協議 11 開発企画庁と協議 11 開発企画庁と協議
10 金 7 EOJ, JICAへ表敬 12 EOJ, JICAへ表敬 12 EOJ, JICAへ表敬 12 EOJ, JICAへ表敬
11 土 8 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ 13 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ 13 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ 13 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ

12 日 9
ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ

ﾆｭｰﾖｰｸ -
14

ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ -

14
ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ

ﾆｭｰﾖｰｸ -
14

ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ -

13 月 10 - 成田 15 - 成田 15 - 成田 15 - 成田

Note) EOJ: Embassy of Japan,   JICA: Japan International Cooperation Agency,   KEI: Katahira & Engineers International

環境社会配慮 # 通訳（西語）##
業務主任／道路計画

（排水計画）

アサイン
# 総括

2017年
1月

2月

前畑　高康 山川　清利名前 福田　義夫 中村　友彦

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所属 JICA KEI KEI KEI
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（５）第五次現地調査、第六次現地調査 

 

月 日 曜日

16 日 1 成田 -

17 月 2
- ﾏｲｱﾐ
ﾏｲｱﾐ -

1
成田 - ﾀﾞﾗｽ
ﾀﾞﾗｽ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
1

成田 - ﾀﾞﾗｽ
ﾀﾞﾗｽ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -

18 火 3
- ｻﾝﾀｸﾙｽ

SOPOTと協議
2

- ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと協議

2
サイト調査

SOPOTと協議

19 水 4 SOPOTと協議 3 SOPOTと協議 3
現地調査

オキナワ市と協議

20 木 5
ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ

EOJ, JICAへ表敬
4 SOPOTと協議 4 SOPOTと協議

21 金 6 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ 5 現地調査 5 現地調査

22 土 7
ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ

ﾆｭｰﾖｰｸ -
6 現地調査 6 現地調査

23 日 8 - 成田 7 現地調査結果取り纏め 7 現地調査

24 月 8 現地再委託先との協議 8 現地再委託先との協議

25 火 9 現地再委託先との協議 9 現地再委託先との協議

26 水 10
現地再委託先との協議

SOPOTとの協議
10

現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

27 木 11 現地再委託先との協議 11 現地再委託先との協議

28 金 12
ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ

EOJ, JICAへ表敬
12

ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾗﾊﾟｽ
EOJ, JICAへ表敬

29 土 13 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ 13 ﾗﾊﾟｽ - ｻﾝﾀｸﾙｽ

30 日 14
ﾏｲｱﾐ - ﾀﾞﾗｽ

ﾀﾞﾗｽ -
14 現地調査

31 月 15 - 成田 1
羽田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
15 現地調査

1 火 2
- ｻﾝﾀｸﾙｽ

SOPOTと協議
16 SOPOTと協議

2 水 3 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査 17 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査

3 木 4 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査 18 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査

4 金 5 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査 19 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査

5 土 6 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査 20 ｺﾝﾄﾗｸﾀｰ聞き取り調査

6 日 7 現地調査結果取り纏め 21 現地調査

7 月 8 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ聞き取り調査 22 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ聞き取り調査

8 火 9 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ聞き取り調査 23 ｻﾌﾟﾗｲﾔｰ聞き取り調査

9 水 10 採石業者聞き取り調査 24 採石業者聞き取り調査

10 木 11 採石業者聞き取り調査 25 採石業者聞き取り調査

11 金 12 SOPOT、SEDCAMと協議 26 SOPOT、SEDCAMと協議

12 土 13 ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾏｲｱﾐ 27 ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾏｲｱﾐ

13 日 14
ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ

ﾆｭｰﾖｰｸ -
28

ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ -

14 月 15 - 羽田 29 - 羽田

Note) EOJ: Embassy of Japan,   JICA: Japan International Cooperation Agency,   KEI: Katahira & Engineers International

施工計画・積算 # 通訳（西語）##
業務主任／道路計画

（排水計画）

アサイン
# 総括

2017年
7月

８月

向井　潔 山川　清利名前 福田　義夫 中村　友彦

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所属 JICA KEI KEI KEI

A-7



（６）第七次現地調査 

 

月 日 曜日

27 日

28 月 1
成田 - ﾀﾞﾗｽ

ﾀﾞﾗｽ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
1

成田 - ﾀﾞﾗｽ

ﾀﾞﾗｽ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -

29 火 2 - ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと協議

2 - ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと協議

30 水 3 現地調査
現地再委託業者との協議

3 現地調査
オキナワ市と協議

31 木 4 SOPOTと協議 4 SOPOTと協議

1 金 5 現地調査 5 現地調査

2 土 6 資料整理
報告書作成

6 資料整理

3 日 7 資料整理
報告書作成

7 資料整理

4 月 8 現地再委託先との協議 8 現地再委託先との協議

5 火 9 資料整理
報告書作成

9 資料整理

6 水 10 現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

10 現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

7 木 11 現地調査 11 現地調査

8 金 12 現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

12 現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

9 土 13 ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾏｲｱﾐ 13 ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾏｲｱﾐ

10 日 14 ﾏｲｱﾐ - ﾀﾞﾗｽ

ﾀﾞﾗｽ - 14 ﾏｲｱﾐ - ﾀﾞﾗｽ

ﾀﾞﾗｽ -

11 月 15 - 成田 15 - 成田

Note)

名前 前畑　高康 山川　清利

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所属 KEI KEI

2017年

8月

EOJ: Embassy of Japan,  JICA: Japan International Cooperation Agency,
KEI: Katahira & Engineers International

# 通訳（西語）
アサイン

# 環境社会配慮

9月
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（7）第八次現地調査 

 

  

月 日 曜日

3 日

4 月 1
羽田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
1

羽田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -

5 火 2
- ｻﾝﾀｸﾙｽ

SOPOTと協議
2

- ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと協議

6 水 3
現地調査

現地再委託業者との協議
3

現地調査
現地再委託業者との協議

7 木 4 SOPOTと協議 4 SOPOTと協議

8 金 5 現地再委託業者との協議 5 現地再委託業者との協議

9 土 6
資料整理

報告書作成
6 資料整理

10 日 7
資料整理

報告書作成
7 資料整理

11 月 8
現地再委託先との協議

SOPOTとの協議
8

現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

12 火 9
現地調査

日ボ協会との協議
9

現地調査
日ボ協会との協議

13 水 10
現地再委託先との協議

SOPOTとの協議
10

現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

14 木 11 SOPOTと協議 11 SOPOTと協議

15 金 12
現地再委託先との協議

SOPOTとの協議
12

現地再委託先との協議
SOPOTとの協議

16 土 13
ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾏｲｱﾐ
ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ

13
ｻﾝﾀｸﾙｽ - ﾏｲｱﾐ
ﾏｲｱﾐ - ﾆｭｰﾖｰｸ

17 日 14 ﾆｭｰﾖｰｸ - 14 ﾆｭｰﾖｰｸ -

18 月 15 - 成田 15 - 成田

Note)

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所属 KEI KEI

名前 前畑　高康 山川　清利

# 通訳（西語）

EOJ: Embassy of Japan,   JICA: Japan International Cooperation Agency,
KEI: Katahira & Engineers International

アサイン
# 環境社会配慮

2017年
12月
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（８）第九次現地調査 

 

月 日 曜日

25 日 1
羽田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
1

成田 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -

26 月 2
- ｻﾝﾀｸﾙｽ

SOPOTと報告書説明
2

- ｻﾝﾀｸﾙｽ
SOPOTと報告書説明

27 火 1
成田 - ｼｶｺﾞ
ｼｶｺﾞ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
3 SOPOTと報告書説明 3 SOPOTと報告書説明

28 水 2 - ｻﾝﾀｸﾙｽ 4 SOPOTとMD協議 4 SOPOTとMD協議

1 木 3 SOPOTとMD協議 5 SOPOTとMD協議 5 SOPOTとMD協議

2 金 4 日ボ協会説明 6 日ボ協会説明 6 日ボ協会説明

3 土 5 現地視察 7 現地視察 7 現地視察

4 日 2 ｻﾝﾀｸﾙｽ-ﾗﾊﾟｽ 8 ｻﾝﾀｸﾙｽ-ﾗﾊﾟｽ 8 ｻﾝﾀｸﾙｽ-ﾗﾊﾟｽ

5 月 3
JICA打合せ

経済企画庁とMD協議
9

JICA打合せ
経済企画庁とMD協議

9
JICA打合せ

経済企画庁とMD協議

6 火 4 協議議事録調整 10 協議議事録調整 10 協議議事録調整

7 水 5 経済企画庁とMD協議 11 経済企画庁とMD協議 11 経済企画庁とMD協議

8 木 7
経済企画庁とMD署名
EOJへ表敬、JICA報告

12
経済企画庁とMD署名
EOJへ表敬、JICA報告

12
経済企画庁とMD署名
EOJへ表敬、JICA報告

9 金 8
ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ

ﾏｲｱﾐ -
13 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ 13 ﾗﾊﾟｽ - ﾏｲｱﾐ

10 土 9
 - ﾆｭｰﾖｰｸ
ﾆｭｰﾖｰｸ -

14
ﾏｲｱﾐ - ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ

ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ -
14

ﾏｲｱﾐ - ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ
ﾛｻﾝｾﾞﾙｽ -

11 日 10 - 成田 15 - 成田 15 - 成田

Note)

# 通訳（西語）#
業務主任／道路計画

（排水計画）

EOJ: Embassy of Japan,   JICA: Japan International Cooperation Agency,
KEI: Katahira & Engineers International

オキナワ道路整備計画準備調査現地調査日程

所属 JICA KEI KEI

山川　清利名前 福田　義夫 中村　友彦

アサイン
# 総括

2018年
２月

３月
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3. 関係者（面会者）リスト 

 

所属及び職位 氏 名 

在ボリビア日本国大使館 

 特命全権大使 : 古賀 京子 

 : 椿 秀洋(前任) 

 参事官 : 江崎 浩司(前任) 

 一等書記官（次席）  了泉庵 達士 

 一等書記官（開発協力班） : 大島 正裕 

 一等書記官（経済協力班） : 長澤 直毅(前任) 

 二等書記官（経済協力担当） : 石橋 広毅 

 二等書記官（経済協力担当）  大塚 邦広 

 

オキナワ日本ボリビア協会 

 オキナワ日本ボリビア協会 会長 : 中村 侑史 

 オキナワ日本ボリビア協会 副会長 : 桜井 宏章 

 オキナワ日本ボリビア協会 事務局長 : 比嘉 智 

 

JICA ボリビア事務所 

 ボリビア事務 所長 : 立原 佳和 

 ボリビア事務 所長 : 山本 美香(前任) 

 ボリビア事務所 次長 : 秋山 慎太郎 

 ボリビア事務所 次長 : 坪井 創(前任) 

 ボリビア事務所 職員 : 伊藤 拓磨 

 ボリビア事務所 職員 : 丸山 真司(前任) 

 ボリビア事務所 職員 : 柏木 正平(前任) 

 ボリビア事務所 職員 : Romiro Flores 

 ボリビア事務所 職員 : Carlos Omoya 

 
サンタクルス県自治政府 
Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz 
  
 知事 
 Gobernador 

: Sr. Rubén Costas Aguilera 

 
サンタクルス県公共事業・土地整備局 
Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial de la Gobernación de Santa Cruz (SOPOT)
 公共事業・土地整備局局長 
 Secretario de Obras Públicas y Ordenamiento 

Territorial 

: Ing. Carlos Hugo Sosa Arreaza 

 インフラ課長 
 Director de Infraestructuras 

: Ing. Ricardo Fries 
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 プロジェクト課長 
 Director de Proyectos 

: Ing. Kathia Consuelo Lara Melgar 

 土地整備課長 
 Director de Ordenamiento Territorial 

 

: Lic. Ignacio Martínez 

 地理情報システム 
 GIS 

: Lic. Patricia Méndez 

 環境専門家 
 Ingeniera Ambientalista 

: Ing. Silvana Ines Salazar Gomez 

 保護地区課長 
 Directora de Äreas Protegidas 

: Lic. Pamela Justiniano 

 顧問 
 Asesor General 

: Lic.Jose Luis Parada Rivero 

 専門家 
 Profesional   I 

: Lic.María Marleny Velasco Vargas 

 専門家 
 Profesional   I 

: Lic.Mirtna MELGAR 

 
開発企画省企画・海外融資 
Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo - Ministerio de Planificación del 
Desarrollo 
 次官 
 Viceministro 

: Ing. Antonio Mullisaca 

 海外融資審査室長 
 Jefe de Unidad 

: Ing. Luis Ochoa 

 海外融資審査官 
 Analista de FinanciaciónExterno 

: Ing. Adriana Daza 

 弁護士 
 Abogada 

: Ing. María José Velarde 

 弁護士 
 Abogada 

: Ing. Carola Tellez 

 インフラ専門家 
 Esp.Infraestructura 

: Ing. Victor Vaca Aguilar 

 
サンタクルス県持続可能開発・環境局 
Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente 
 持続可能開発・環境局局長 
 Secretario de Desarrollo Sostenible y Medio 

Ambiente 

: Ing.Manlio Alberto Roca Zamora 

 環境品質課長 
 Directora de Calidad Ambiental 

: Ing. Yanderí Kent 
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自然歴史博物館 
Museo de la Historia Natural 
 館長 
 Directora 

: Lic.Patricia HERERA 

 地理学担当 
 Encargada de Geografía 

: Lic.Liriana SORIA 

 財務担当 
 Encargado de hacienda 

: Lic. Carlos Schlink  

 
ボリビア道路管理局地域本部 
ABC Gerencia Regional 

  

 イーストセンター地域マネージャー 
 Gerente Regional Centro Este 

: Ing.Ademar Rocabado C. 

 国道 4 号線及び 10 号線担当者 
 Encargado de las Rutas 4 y10 

: Ing. Boris Vargas 

 国道 4 号線及び 10 号線担当者 
 Encargado de las Rutas 4 y10 

: Ing. José Suárez 

 
オキナワ市 
Gobierno Autónomo Municipal De Okinawa 

  

 市長 
 Honorable Alcalde Municipal 

: Raúl Condori 

 市長 
 Honorable Alcalde Municipal 

: Sr. Dionicio Condori Mamani (Predecesor) 

 工事財務担当 
 Fiscal de Obras 

: Ing. Douglas Parada Urgel 

 資源管理及び環境管理担当 
 Resp.Unidad de manejo de recursos y medio 

ambiente  

: Medardo Moran Hurtado 

 オキナワ市会議員 
 Concejal Okinawa 

: Filomena Perez Paco 

 オキナワ市会議員 
 Concejal Okinawa 

: Rube D. Mercado 

 オキナワ市会議員 
 Concejal Okinawa 

: Giovanna Pittary 

 社会統制 
 Control social 

: Rolando Lanzarte 

 計画課長 
 Director Planificación 

: Roberto Camacho 
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サンタクルス県道路公社 
SEDCAM Santa Cruz 
 総裁 
 Director Departamental 

: Ing .Jhony SORIA 

 道路予測課長 
 Director de Estimación Vial 

: Juan Carlos VILLAGÓMEZ F. 

 道路設計 
 Diseño Vial 

 

: Ing. Arturo SILES 

 事業費用便益比担当 
 Proyecto Costo y Presupuesto 

: F. Libert GARCIA 

 費用便益比担当 
 Costo y Presupuesto 

: Jesús SUAREZ R. 

 道路計画課長 
 Director de Proyectos Viales 

: Ing. Juan Felix Pacheco 

 技術顧問 
 Asesor Técnico 

: José Ernesto del Rio 

 コーディネーター 
 Coordinador 

: Javier QUIÑONES 

 土質専門家 
 Técnico de suelo 

: Dionicio DÍAS Ch. 

 小規模工事設計担当 
 Diseño Obras Menores 

: Raúl VÁSQUEZ LUCANA 

 環境専門家 
 Ambientalista 

: Lic. Carlos CÁCERES R. 

 法律アドバイザー 
 Profesional Experto Asesoría Legal 

: Lic.Karen SUÁREZ 

 法律顧問 
 Director Asesoría Legal 

: Lic. Luis Orlando PARADA BECERRA 

 専門家 
 Profesional experto 

: José Antonio JUSTINIANO 

 
サンタクルス市 
Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra  

  

 公共事業課 
 Oficialía de Obras Públicas 

: Ing. Freddy ARAUCO 

 
ボリビア道路 
VIAS BOLIVIA 

  

 サンタクルス地域長 
 Jefe regional Santa Cruz 

: Sr. Julio Fernández Vásquez 
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土地整備・森林管理公社 
Autoridad de Fiscalización y control social de 
Bosques y Tierra 
 森林と土地保全長官 
 Jefe Nacional de Conservación  de Bosques 

y Tierras 

: Sr. José Luis Osinaga Egüez 
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4. 討議議事録（M/D）.................................................................................................... A-16 

4-1 討議議事録（2018 年 3 月） ............................................................................. A-56 

4-2 討議議事録（M/D）（2014 年 8 月） ............................................................. A-102 
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オキナワ道路整備計画協力準備調査 

協議議事録 

（協力準備調査報告書案説明） 

 

 

ボリビア多民族国政府（以下「ボリビア」という）からの要請に基づいて JICA が実施したオ

キナワ道路整備計画のための準備調査に関する 終報告書案（以下「報告書案」）を説明、協議す

るために、JICA は社会基盤・平和構築部運輸交通・情報通信グループ福田義夫専任参事を団長と

する調査団を 2018 年 2月 26 日から同年 3月 9日までボリビアに派遣した。 

説明、協議の結果、JICA、開発企画省、サンタクルス県自治政府は付属書に記載された主要

事項について合意した。 

 

ラパス, 2018 年 3月 8日 

 

 

 

 

                                                                                

福田 義夫 Antonio Mullisaca 

団長 次官 

協力準備調査団              公共投資海外金融次官室 

独立行政法人国際協力機構         開発企画省 

 

 

 

 

 

 

                      

 Sr. Rub n Costas Aguilera 

知事 

サンタクルス県自治政府 
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付属書 

 

１．プロジェクト目的 

現時点ではプロジェクトは形成及び準備段階にあり、ボリビア側及び日本側は（以降、両者と呼ぶ）

以下のようにプロジェクトの目的を確認した。 

本プロジェクトは、ボリビア国サンタクルス県オキナワ市において、オキナワ第一移住地～第二移住

地間の道路を整備するものである。右事案を通じサンタクルス県北部およびベニ県の農業生産主要地域

とボリビア国の主要経済都市圏の中心地であるサンタクルス市を結ぶ幹線道路交通を補完するとともに、

ブラジル、ペルー、チリ、アルゼンチンとボリビアを結びつける国際道路ネットワークの一部を形成し、

もって物流の改善とそれを通じた国内経済の発展への貢献を目指すものである。 

 

２．案件名称 

両者は本案件名称を「オキナワ道路整備計画」と確認した。 

 

３．プロジェクトサイト 

本プロジェクトの対象は、別添１に示すオキナワ第一移住地からオキナワ第二移住地までの約 19.1 ㎞

である。 

 

４．プロジェクトに関係する機関 

プロジェクトの実施はサンタクルス県自治政府を通じて、ボリビア多民族国家によって行われる。    

両者は、プロジェクトに関係する機関を以下のとおり確認した。 

4-1  開発企画省はサンタクルス県が本件を円滑に実施するために必要な調整を行う。 

4-2  サンタクルス県は、本プロジェクトの実施機関(以下「実施機関」という)となる。実施機関はその配

下の自治政府公共事業・土地局が中心となって、本プロジェクトを円滑に実施するため関係機関との調

整を図るとともに、プロジェクトの負担事項を所定の時期に関係する機関と適切に手当する。組織図は

別添２のとおり。 

  

５．報告書案の内容 

調査団は報告書案の内容を説明し、ボリビア側はその内容に合意した。 

 

６．事業費 

両者は、別添３．にある予備費を含む本案件の事業費は 終のものではなく、今後の日本政府の承認過

程で精査されることを確認した。予備費は自然災害、想定外の自然事象による追加的経費に対応するも

のである。 

 

７．事業費と技術仕様に対する守秘義務 

両者は、報告書案の事業費および技術仕様は、本プロジェクトの全ての契約が締結されるまで、如何な
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る第三者にも提供、明らかにしないことを確認した。 

 

８．日本の無償資金協力の手続きと基本原則 

ボリビア側は、別添４の日本の無償資金協力の手続きと基本原則が本プロジェクトに適用されることを

合意した。更にボリビア側は必要な手続きをとることを了承した。 

 

９．プロジェクト実施スケジュール 

調査団は、別添５の本プロジェクトの予定実施スケジュールをボリビア側に説明した。 

 

10．期待される効果と指標 

両者は、以下の本プロジェクトの成果指標案に合意した。ボリビア側は、2024年にこれらの指標が達成

させることに責任を有し、およびこれらの指標を基に進捗をモニターする。成果指標は今後 終報告書

作成過程で 終化されることを了解した。 

[定量的効果] 

指標名 
基準値 

(2016年実績値) 

目標値（2024年） 

【事業完成3年後】 

年間通行困難日数の低減（日/年） 14 0

オキナワ第一移住地～サンタクルス市間の移動時間の

短縮（分） 
80

65

オキナワ道路の交通量の増加（台/日） 553 4,230

輸送量：旅客数（人/年） 310,000 2,100,000

輸送量：貨物量（ｔ/年） 340,000 2,290,000

 

[定性的効果] 

①土埃による視界不良や走行性不良が無くなり、交通安全が確保される。 

②オキナワ移住地と周辺地域間の物流の円滑化が図られ、移住地を含むサンタクルス県の経済の発展に

寄与する。 

 

11．プロジェクト実施に係る負担事項 

両者は,別添６.に記載されているボリビア側の負担事項をサンタクルス県自治政府を通じて行うこと

を確認した。ボリビア側はプロジェクト実施の前提条件となる必要な予算配分を含む必要な手続きと調

整を行うことを約した。今回の個々の経費は概略設計レベルのものであることを了解した。更に正確な

経費は詳細設計時に算定される。両者は、別添６がG/Aに添付されることを確認した。 

 

12．プロジェクト実施中のモニタリング 

プロジェクトは実施機関によりモニタリングされ、別添７の様式でプロジェクトモニタリングレポート
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をJICAに提出する。その提出タイミングは別添6のとおりである。 

 

13．プロジェクトの完了 

両者は、建設された施設が運用されたことで、プロジェクトの完成と確認する。実施機関はプロジェク

トの完了6か月以内に、プロジェクト完了をすみやかにJICAに報告する。 

 

14．プロジェクト完了後の評価 

JICAは、原則プロジェクト完了後3年後に事後評価を5項目（妥当性、有効性、インパクト、効率性、

持続性）について行う。その結果は、公開される。ボリビア側は、実施機関によって提供されるそのた

めのデータ入手について必要な支援を行うことが求められる。 

 

15．プロジェクトの円滑な実施に必要な事項と手当 

両者は、以下のとおりプロジェクトの円滑な実施のための事項と手当を確認した。 

 ・本件実施に際して関係する免税手続き(還付を含む)を支援する。 

 ・事業実施際して必要となる各種手続きを支援する。 

 

16．調査のスケジュール 

JICAは、確認された事項に基づいて準備調査報告書をとりまとめる。その報告書は2018年6月位にボ

リビア側に送付される。 

 

17．環境社会配慮 

17-1 一般事項 

17-1-1 環境ガイドラインと環境カテゴリー 

調査団は JICA 環境社会配慮ガイドライン（以下、ガイドライン）が本プロジェクトに適用されること

を説明した。プロジェクトは大規模な道路、橋梁プロジェクトではなく、対象地域も特別な配慮が求め

られる所ではなく、ガイドライン上大きな問題を生じる事業ではないことから、環境に対して重大影響

を与えることはないので環境カテゴリーはBとなる。 

 

17-1-2 環境チェックリスト 

  プロジェクトの主要な影響と緩和策を含む環境社会配慮は別添８の環境チェックリストにまとめられ

ている。両者は、環境チェックリスト内容の大きな変更がある際には、ボリビア側はその際にJICAに修

正版を提出することを確認した。 

 

17-2 環境事項 

17-2-1 環境影響評価 

環境影響評価報告書が環境・水資源省に承認されたことを確認した。 

 

17-2-2 環境管理計画と環境モニタリングプラン 
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両者は、環境管理計画と別添９の環境モニタリングプランを確認した。両者は、環境緩和策とモニタリ

ングが詳細設計時に更新される環境管理計画と環境モニタリングプランに従って実施されることを確

認した。 

 

17-3 社会事項(住民移転と土地取得（ROWの確保）) 

本プロジェクトで住民移転がないこと、プロジェクトの土地取得手続きが適切に進んでいることを双方

が確認した。 

 

17-4  環境・社会モニタリング 

17-4-1 環境モニタリング 

両者は、ボリビア側がサンタクルス県自治政府を通じて環境モニタリング結果を別添 10 のモニタリン

グ様式で、環境モニタリング報告書をJICAに提出することを合意した。 

17-4-2 モニタリング結果の情報公開 

両者は、サンタクルス県自治政府のウェブサイトまたは現場事務所で地元関係者にモニタリング結果を

公開することを合意した。サンタクルス県自治政府はそのウェブサイト上に別添 10 のモニタリング様

式で提出される環境社会モニタリング結果を公表することに合意した。 

 

18．その他の事項 

18-1ボリビア側実施区間の所要資金の手当て 

18-1-1日本側事業の終点（オキナワⅡの居住地区の終わり）からオキナワⅢまでの区間（１５．６ｋｍ） 

サンタクルス県は、今後確実に当該区間の全体の予算措置を講ずる旨を約した。 

 

18-1-2オキナワⅢからサンタクルス市（工業団地）までの区間（約２８．１４ｋｍ） 

サンタクルス県は、この区間の資金繰りのために中央政府に対し必要な手続きを行う。しかし、国際機

関からの資金繰りが具体化されない場合には，サンタクルス県が自己資金もしくは適切な資金源を用い

て，当該区間の予算措置を講ずる旨を約した。 

 

18-2 工事中の安全確保 

 ボリビア側はサンタクルス県自治政府を通じて工事期間中の安全対策の重要性を理解し、以下のウェブサ

イトにある「日本の政府開発援助における工事の安全管理ガイドライン」に基づいて、工事業者とコンサル

タントともに安全の確保を図ることに合意した。 

  https://www.jica.go.jp/activities/schemes/oda_safety/ku57pq00001nz4eu-att/guidance_spa.pdf 

 

18-3 完工後の維持管理 

ボリビア側はサンタクルス県自治政府を通じて完工後に維持管理を実施する予算を確保し、重量車両

（設計荷重を超える）が道路を損傷しないようにしかるべき方策を取ることを約束した。 

 

18-4 情報公開 
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5 
 

   両者は、プロジェクト事業費が記載されてない協力準備調査報告書が協力準備調査完了後公開される

ことを確認した。プロジェクト事業費を含む総合報告書はプロジェクトの契約書が締結された後に公開

される。 

 

Annex 1 Project Site 

Annex 2 Organization Chart 

Annex 3 Project Cost 

Annex 4 Japanese Grant 

Annex 5 Project Implementation Schedule 

Annex 6 Major Undertakings to be taken by the Government of Bolivia 

Annex 7 Project Monitoring Report (template) 

Annex 8 Environmental Check List  

Annex 9 Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan 

Annex 10 Environmental and Social Monitoring Form 
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Annex.1 Project Site 
オキナワ道路整備計画 地図 

案件対象位置図 

 

 

至 ベニ県

ビルビル国際空港 サンタクルス市中心市街地 

韓国が協力予定の橋 

オキナワ I～トロンコス国道

（道路公社が整備予定） 

本無償対象道路：

オキナワ I ～II  

の県道 

オキナワ II ～サンタクルス市内への県道

（サンタクルス県が整備予定） 

II 

I 

III 

至 

ブ
ラ
ジ
ル 

ト
ロ
ン
コ
ス 

至 

コ
チ
ャ
バ
ン
バ
県 

現在のオキナワへのルート 

サンタクルス県 

 

韓国が協力済みの橋 
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Annex.3 Project Cost 
 

CONFIDENTIAL 
 
This Page is closed due to the confidenciality. 
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Annex.4 Japanese Grant 
JAPAN'S GRANT AID 

The Government of Japan (hereinafter referred to as “the GOJ”) is implementing the 

organizational reforms to improve the quality of ODA operations, and as a part of this 

realignment, a new JICA law was entered into effect on October 1, 2008. Based on this 

law and the decision of the GOJ, JICA has become the executing agency of the Grant 

Aid for General Projects, for Fisheries and for Cultural Cooperation, etc. 

The Grant Aid is non-reimbursable fund provided to a recipient country to procure the 

facilities, equipment and services (engineering services and transportation of the 

products, etc.) for its economic and social development in accordance with the relevant 

laws and regulations of Japan. The Grant Aid is not supplied through the donation of 

materials as such. 

1. Grant Aid Procedures 

The Japanese Grant Aid is supplied through following procedures: 

･Preparatory Survey 

- The Survey conducted by JICA 

･Appraisal &Approval 

- Appraisal by the GOJ and JICA, and Approval by the Japanese Cabinet 

･Authority for Determining Implementation 

- The Notes exchanged between the GOJ and a recipient country 

･Grant Agreement (hereinafter referred to as “the G/A”) 

- Agreement concluded between JICA and a recipient country 

･Implementation 

- Implementation of the Project on the basis of the G/A 

2. Preparatory Survey 

(1) Contents of the Survey 

The aim of the preparatory Survey is to provide a basic document necessary for the 

appraisal of the Project made by the GOJ and JICA. The contents of the Survey are as 

follows: 

- Confirmation of the background, objectives, and benefits of the Project and also 

institutional capacity of relevant agencies of the recipient country necessary for the 

implementation of the Project. 

- Evaluation of the appropriateness of the Project to be implemented under the 

Grant Aid Scheme from a technical, financial, social and economic point of view. 

- Confirmation of items agreed between both parties concerning the basic 

concept of the Project. 
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- Preparation of an outline design of the Project. 

- Estimation of costs of the Project. 

 

The contents of the original request by the recipient country are not necessarily 

approved in their initial form as the contents of the Grant Aid project. The Outline 

Design of the Project is confirmed based on the guidelines of the Japan's Grant Aid 

scheme. 

JICA requests the Government of the recipient country to take whatever measures 

necessary to achieve its self-reliance in the implementation of the Project. Such 

measures must be guaranteed even though they may fall outside of the jurisdiction of 

the organization of the recipient country which actually implements the Project. 

Therefore, the implementation of the Project is confirmed by all relevant organizations 

of the recipient country based on the Minutes of Discussions. 

(2) Selection of Consultants 

For smooth implementation of the Survey, JICA employs (a) registered consulting 

firm(s). JICA selects (a) firm(s) based on proposals submitted by interested firms.   

(3) Result of the Survey 

JICA reviews the Report on the results of the Survey and recommends the GOJ to 

appraise the implementation of the Project after confirming the appropriateness of the 

Project. 

3. Japan's Grant Aid Scheme 

(1) The E/N and the G/A 

After the Project is approved by the Cabinet of Japan, the Exchange of 

Notes(hereinafter referred to as “the E/N”) will be signed between the GOJ and the 

Government of the recipient country to make a pledge for assistance, which is followed 

by the conclusion of the G/A between JICA and the Government of the recipient country 

to define the necessary articles to implement the Project, such as payment conditions, 

responsibilities of the Government of the recipient country, and procurement conditions. 

(2) Selection of Consultants  

In order to maintain technical consistency, the consulting firm(s) which conducted the 

Survey will be recommended by JICA to the recipient country to continue to work on the 

Project’s implementation after the E/N and G/A. 

(3) Eligible source country 

Under the Japanese Grant Aid, in principle, Japanese products and services including 

transport or those of the recipient country are to be purchased.  When JICA and the 

Government of the recipient country or its designated authority deem it necessary, the 
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Grant Aid may be used for the purchase of the products or services of a third country.  

However, the prime contractors, namely, constructing and procurement firms, and the 

prime consulting firm are limited to "Japanese nationals".  

(4) Necessity of "Verification" 

The Government of the recipient country or its designated authority will conclude 

contracts denominated in Japanese yen with Japanese nationals. Those contracts shall 

be verified by JICA. This "Verification" is deemed necessary to fulfill accountability to 

Japanese taxpayers. 

(5) Major undertakings to be taken by the Government of the Recipient Country 

In the implementation of the Grant Aid Project, the recipient country is required to 

undertake such necessary measures as Annex-6. 

(6) "Proper Use"  

The Government of the recipient country is required to maintain and use properly and 

effectively the facilities constructed and the equipment purchased under the Grant Aid, 

to assign staff necessary for this operation and maintenance and to bear all the 

expenses other than those covered by the Grant Aid. 

(7) "Export and Re-export" 

The products purchased under the Grant Aid should not be exported or re-exported from 

the recipient country. 

(8) Banking Arrangements (B/A) 

a) The Government of the recipient country or its designated authority should 

open an account under the name of the Government of the recipient country in a bank in 

Japan (hereinafter referred to as "the Bank"). JICA will execute the Grant Aid by 

making payments in Japanese yen to cover the obligations incurred by the Government 

of the recipient country or its designated authority under the Verified Contracts. 

b) The payments will be made when payment requests are presented by the Bank 

to JICA under an Authorization to Pay (A/P) issued by the Government of the recipient 

country or its designated authority. 

(9) Authorization to Pay (A/P) 

The Government of the recipient country should bear an advising commission of an 

Authorization to Pay and payment commissions paid to the Bank. 

(10) Social and Environmental Considerations 

A recipient country must carefully consider social and environmental impacts by the 

Project and must comply with the environmental regulations of the recipient country 

and JICA socio-environmental guidelines. 
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Attachment: Flowchart of Japanese Grant procedures 
 

 
 

A-29



An
ne

x.
5 

Pr
oj

ec
t I

m
pl

em
en

ta
tio

n 
Sc

he
du

le

Ye
ar

M
on

th

20
21

11
5

20
18

20
19

20
20

6
7

8
9

10
11

12
1

2
3

4
5

6
7

11
12

1
2

3
4

5
9

10
8

9
10

6
7

D
et

ai
le

d
D

es
ig

n

C
on

st
ru

ct
io

n

8
9

12
1

2
3

4
5

6
7

8

Si
te

 S
ur

ve
y

De
ta

ile
d 

De
sig

n 
in

 Ja
pa

n

Te
nd

er

Pr
ep

ar
at

io
n 

W
or

k
Ea

rt
h 

&
 B

as
ec

ou
rc

e 
W

or
k

Co
nc

re
te

Pa
ve

m
en

t

Br
id

ge
 W

or
k

Dr
ai

na
ge

 W
or

k

Ro
ad

An
cil

la
ry

 F
ac

ili
ty

W
or

k

Cl
ea

ni
ng

A-30



Annex.6 Major Undertakings to be taken by the Government of Bolivia  
Specific obligations of the Government of Bolivia which will not be funded with the Grant 
(1) Before the tender 

NO Items Deadline In charge Estimated 
cost 

ref 

1 To open bank account 
(B/A) 

Within one 
month after 
the signing 
of the G/A 

GADSC   

2 To conclude the convenio 
subsidario(C/S) between 
Ministry of Development 
Planning(MPD) and 
GADSC 

within 1 
month after 

the signing of 
the G/A  

MPD and 
GADSC 

  

3 To issue A/P to a bank 
in Japan (the Agent 
Bank) for the payment 
to the consultant 

Within one 
month after 
the signing 
of the 
contract 

GADSC   

4 To bear the following 
commissions to a bank 
in Japan for the 
banking services 
based upon the B/A 

 GADSC   

 1) Advising 
commission of A/P 

Within one 
month after 
the signing 
of the 
contract 

GADSC   

 2) Payment 
commission for 
A/P 

Every 
payment 

GADSC JPY 
1.42million

 

5 To obtain EIA License 
(Conditions of 
approval should be 
fulfilled, if any) and 
secure the necessary 
budget for 
implementation 

By May 2018 GADSC   

6 To secure and clear the 
following lands: 
1) Temporary 

construction yard 
and stock yard 
near the Project 
area 

2) Borrow pit and 
disposal site near 
the Project area 

Before 
notice of the 
bidding 

GADSC  Attachment1

7 To clear, level and 
reclaim the following 
sites 
1) Relocate utilities 

(Road crossing 

Before 
notice of the 
bidding 

GADSC JPY 
9.09million

Attachment2
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water pipe, Electric 
poles) 

2) Relocate facilities 
(watchhouse) 

8 To submit Project 
Monitoring Report 
(with the result of 
Detailed Design) 

Before 
preparation 
of bidding 
documents 

GADSC   

(2) During the Project Implementation 
NO Items Deadline In charge Estimated 

cost 
Ref 

1 To issue A/P to a bank in 
Japan (the Agent Bank) 
for the payment to the 
contractor 

Within one 
month after the 
signing of the 
contract 

GADSC   

2 To bear the following 
commissions to a bank 
in Japan for the banking 
services based upon the 
B/A 

 GADSC   

 1) Advising 
commission of A/P 

Within one 
month after the 
signing of the 
contract 

GADSC   

 2) Payment 
commission for A/P 

Every payment GADSC JPY 
19.57million 

 

3 To ensure prompt 
customs clearance of 
the products and to 
assist internal 
transportation of the 
products in the recipient 
country 

During the 
Project 

GADSC   

4 To accord Japanese 
nationals and/or 
physical persons of third 
countries whose 
services may be 
required in connection 
with the supply of the 
products and services 
such facilities as may be 
necessary for their entry 
into the country of the 
Recipient and stay 
therein for the 
performance of their 
work 

During the 
Project 

GADSC   

5 1) To ensure that 
customs duties, 
international taxes 
and other fiscal 
levies which may be 

During the 
Project 

Plurinational 
State of 
Bolivia 
through 
GADSC 
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imposed in the 
country of the 
Recipient with 
respect to the 
purchase of the 
products and/or the 
services be 
exempted  or be 
borne as follows. 
- Customs duty 
- Value Added Tax 

on Imported 
Goods 

- Corporation tax 
- IT tax 
- Income tax  

 2) the following shall be 
borne by its 
designated authority 
without using the 
Grant; 
Value Added Tax on 
Goods 
Domestically 
purchased 

 GADSC JPY 
190million 
for 
Value Added 
Tax on 
Goods 
Domestically 
purchased 

 

6 To bear all the 
expenses, other than 
those covered by the 
Grant, necessary for the 
implementation of the 
Project 

During the 
Project 

GADSC   

7 1) To submit Project 
Monitoring Report 

Every month GADSC   

 2) To submit Project 
Monitoring Report 
(final) 

Within one 
month after 
signing of 
Certificate of 
Completion for 
the works 
under the 
contract 

GADSC   

8 To submit a report 
concerning completion 
of the Project 

Within six 
months after 
completion of 
the Project 

GADSC   

9 To implement EMP and 
EMoP 

During the 
construction 

GADSC JPY 
2.61million 

 

10 To submit results of 
environmental 
monitoring to JICA, by 
using the monitoring 
form, on a quarterly 
basis as a part of Project 
Monitoring Report 

During the 
construction 

GADSC   
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(3) After the Project 
NO Items Deadline In charge Estimated 

cost 
Ref

1 To implement EMoP For a period 
based on 
EMoP 

GADSC JPY 
1.49million

 

2 To submit results of 
environmental monitoring to 
JICA, by using the 
monitoring form, 
semiannually 

- The period of 
environmental 
monitoring may be 
extended if any 
significant negative 
impacts on the 
environment are 
found. The 
extension of 
environmental 
monitoring will be 
decided based on 
the agreement 
between Santa Cruz 
Department and 
JICA 

For three years
after the 
Project 

GADSC   

3 To maintain and use 
properly and effectively the 
facilities constructed and 
equipment provided under 
the Grant Aid 
1) Allocation of 

maintenance cost 
2) Operation and 

maintenance structure 
3) Routine check / Periodic 

inspection 

After 
completion of 
the 
construction 

GADSC, 
SEDCAM 

JPY 
8.26million
per year 
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2. Other obligations of Plurinational State of Bolivia through GADSC funded with the Grant 
 

NO 
 Items 

Deadline Amount 
 (Million 
Japanes
e Yen)* 

1 
 

To construct roads and a bridge 
- Improvement of roads 
- Reconstruction of a bridge 
- Improvement of rain water drainage 
1) To conduct the following transportation 

a) Marine(Air) transportation of the products from Japan to 
the recipient country 

b) Internal transportation from the port of disembarkation to 
the project site 

  

2 To implement detailed design, bidding support and construction 
supervision 
(Consulting Service) 

 Total   4,408 

* The Amount is provisional. This is subject to the approval of the Government of Japan. 
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Attachment1: Location of candidate borrow pits 
 
 

   

Sta.16+850（左側） Sta.23+600（右側） Sta.39+000 付近（右側） 
調査対象道路沿いにある土取り場の 3 候補地 

 
 

 
土取り場位置図（マーク箇所が上記の３候補地） 
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Attachment2: Relocation of two electric poles and a road crossing water pipe 

Relocation of Two Electric Poles and A Road Crossing Water Pipe (which location is not 

confirmed) at Okinawa II 

 

 
Relocation of A Watchhouse at Sta. 13+000 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

1 
 

Project Monitoring Report 
on 

Project Name 
Grant Agreement No. XXXXXXX 

20XX, Month 

 
 
Organizational Information 
 

Signer of the G/A 
(Recipient) 

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts          Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

Executing 
Agency 

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts         Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

Line Ministry  

 
     
Person in Charge (Designation)      
                      
Contacts         Address:      
   Phone/FAX:      
   Email:       

 
 
General Information:  
 

Project Title  

E/N Signed date: 
Duration: 

G/A Signed date: 
Duration: 

Source of Finance Government of Japan: Not exceeding JPY         mil. 
Government of (          ):                  

 

Annex.7 Project Monitoring Report (template) 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

2 
 

1:  Project Description 
 
1-1 Project Objective 
 
 
 
 

 
1-2 Project Rationale 

- Higher-level objectives to which the project contributes (national/regional/sectoral 
policies and strategies) 

- Situation of the target groups to which the project addresses 
 
 
 
 

 
1-3 Indicators for measurement of “Effectiveness” 
 
Quantitative indicators to measure the attainment of project objectives 

Indicators Original (Yr       ) Target (Yr      )
 
 
 
Qualitative indicators to measure the attainment of project objectives

 

 
 

2:  Details of the Project 
 
2-1 Location 
 

 
2-2 Scope of the work 

 
Reasons for modification of scope (if any). 

Components 
 

Original 
(proposed in the outline design)

Actual 

1.   

Components 
 

Original* 
(proposed in the outline design)

Actual* 

1.  
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

3 
 

(PMR) 
 

 
2-3 Implementation Schedule 

Items 
Original

Actual (proposed in the 
outline design)

(at the time of signing 
the Grant Agreement)

  
  
    

 
Reasons for any changes of the schedule, and their effects on the project (if any) 
 
 

 
2-4 Obligations by the Recipient 

2-4-1 Progress of Specific Obligations 
See Attachment 2. 

 
2-4-2 Activities 

 See Attachment 3. 
 

2-4-3 Report on RD 
 See Attachment 11. 
 
2-5 Project Cost  
 

2-5-1 Cost borne by the Grant(Confidential until the Bidding) 
 

Components Cost
(Million Yen) 

 Original
(proposed in the outline design) 

Actual
(in case of any  
modification) 

Original1),2)

(proposed in 
the outline 

design)

Actual

 1. 

  

  

Total

Note:  1) Date of estimation:  
2) Exchange rate: 1 US Dollar =   Yen 

 
2-5-2 Cost borne by the Recipient 

 
Components Cost

(1,000 Taka) 
 Original

(proposed in the outline design) 
Actual

(in case of any  
modification) 

Original1),2) 

(proposed in 
the outline 

design)

Actual

 1. 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

4 
 

  

 

Note:  1) Date of estimation:  
2) Exchange rate: 1 US Dollar =  

 
Reasons for the remarkable gaps between the original and actual cost, and the countermeasures 
(if any) 
(PMR) 
 
 

 
2-6 Executing Agency 

- Organization’s role, financial position, capacity, cost recovery etc, 
- Organization Chart including the unit in charge of the implementation and number 

of employees. 
Original (at the time of outline design) 
name:  
role:  
financial situation:  
institutional and organizational arrangement (organogram):  
human resources (number and ability of staff):  
 
Actual (PMR) 
 
 
 

 
2-7 Environmental and Social Impacts 
- The results of environmental monitoring based on Attachment 5 (in accordance with Schedule 
4 of the Grant Agreement). 
 - The results of social monitoring based on in Attachment 5 (in accordance with Schedule 4 of 
the Grant Agreement). 
 - Disclosed information related to results of environmental and social monitoring to local 
stakeholders (whenever applicable). 
 
 

3: Operation and Maintenance (O&M)  
 
3-1 Physical Arrangement 

- Plan for O&M (number and skills of the staff in the responsible division or section, 
availability of manuals and guidelines, availability of spareparts, etc.) 
 

Original (at the time of outline design) 
 
 
Actual (PMR) 
 
 
 
3-2 Budgetary Arrangement 

- Required O&M cost and actual budget allocation for O&M  
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

5 
 

 
Original (at the time of outline design) 
 
Actual (PMR) 
 
 
 

4: Potential Risks and Mitigation Measures 
 

- Potential risks which may affect the project implementation, attainment of objectives, 
sustainability 

- Mitigation measures corresponding to the potential risks 
 
Assessment of Potential Risks (at the time of outline design) 

Potential Risks Assessment 

1. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low
Impact: High/Moderate/Low
Analysis of Probability and Impact:

 
Mitigation Measures:

 
Action required during the implementation stage:

 
Contingency Plan (if applicable):

 
2. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low

Impact: High/Moderate/Low
Analysis of Probability and Impact:

 
Mitigation Measures:

 
Action required during the implementation stage:

 
Contingency Plan (if applicable):

 
3. (Description of Risk) Probability: High/Moderate/Low

Impact: High/Moderate/Low
Analysis of Probability and Impact:

 
Mitigation Measures:
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

6 
 

Action required during the implementation stage:

 
Contingency Plan (if applicable):

 
Actual Situation and Countermeasures 
(PMR) 
 
 
 
 

5:  Evaluation and Monitoring Plan (after the work completion) 
 
5-1 Overall evaluation 
 
Please describe your overall evaluation on the project. 
 
 

 
5-2 Lessons Learnt and Recommendations 
Please raise any lessons learned from the project experience, which might be valuable for the 
future assistance or similar type of projects, as well as any recommendations, which might be 
beneficial for better realization of the project effect, impact and assurance of sustainability.  
 
 
 

 
5-3 Monitoring Plan of the Indicators for Post-Evaluation 
Please describe monitoring methods, section(s)/department(s) in charge of monitoring, 
frequency, the term to monitor the indicators stipulated in 1-3. 
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G/A NO. XXXXXXX 
PMR prepared on DD/MM/YY 

7 
 

Attachment of Annex 7 as sample 
 
1． Project Location Map 
2． Specific obligations of the Recipient which will not be funded with the Grant 
3． Monthly Report submitted by the Consultant 
Appendix - Photocopy of Contractor’s Progress Report (if any) 

- Consultant Member List 
- Contractor’s Main Staff List 

4． Check list for the Contract (including Record of Amendment of the Contract/Agreement and 
Schedule of Payment) 

5． Environmental Monitoring Form / Social Monitoring Form 
6． Monitoring sheet on price of specified materials (Quarterly) 
7． Report on Proportion of Procurement (Recipient Country, Japan and Third Countries) (PMR 

(final )only) 
8． Pictures (by JPEG style by CD-R) (PMR (final)only) 
9． Equipment List (PMR (final )only) 
10. Drawing (PMR (final )only) 
11. Report on RD (After project) 
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An
ne

x.
8 

En
vi

ro
nm

en
ta

l C
he

ck
 L

is
t

分 類
環

境
項

目
主

な
チ

ェ
ッ

ク
事

項
Ye

s:
 Y

No
: 

N
具

体
的

な
環

境
社

会
配

慮
（

Y
e
s
/
N
o
の

理
由

、
根

拠
、

緩
和

策
等

)

(
1
)
E
I
A
お

よ
び

環
境

許
認

可

(
a
)
 
環

境
ア

セ
ス

メ
ン

ト
報

告
書

（
E
I
A
レ

ポ
ー

ト
)
等

は
作

成
済

み
か

。
(
b
)
 
E
I
A
レ

ポ
ー

ト
等

は
当

該
国

政
府

に
よ

り
承

認
さ

れ
て

い
る

か
。

(
c
)
 
E
I
A
レ

ポ
ー

ト
等

の
承

認
は

付
帯

条
件

を
伴

う
か

。
付

帯
条

件
が

あ
る

場
合

は
、

そ
の

条
件

は
満

た
さ

れ
る

か
。

(
d
）

上
記

以
外

に
、

必
要

な
場

合
に

は
現

地
の

所
管

官
庁

か
ら

の
環

境
に

関
す

る
許

認
可

は
取

得
済

み
か

。

(a
) 

N
(b

) 
N

(c
) 

-
(d

) 
-

(
a
)
 
E
I
A
報

告
書

審
査

中
。

(
b
)
 
2
0
1
8
年

5
月

ま
で

に
E
I
A
ラ

イ
セ

ン
ス

取
得

予
定

。
(
c
)
 
現

時
点

で
は

未
定

。
(
d
)
 
E
I
A
ラ

イ
セ

ン
ス

以
外

に
必

要
な

許
認

可
は

抜
根

・
伐

採
許

可
書

で
あ

る
。

E
I
A

申
請

時
に

必
要

な
た

め
取

得
中

で
あ

る
。

(
2
)
現

地
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
へ

の
説

明

(
a
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

内
容

お
よ

び
影

響
に

つ
い

て
、

情
報

公
開

を
含

め
て

現
地

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

に
適

切
な

説
明

を
行

い
、

理
解

を
得

て
い

る
か

。
(
b
)
 
住

民
等

か
ら

の
コ

メ
ン

ト
を

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
内

容
に

反
映

さ
せ

た
か

。

(a
) 

Y
(b

) 
Y

(
a
)
 
E
I
A
報

告
書

作
成

時
に

、
十

分
な

ス
テ

ー
ク

ホ
ル

ダ
ー

会
議

を
開

催
し

、
本

事
業

へ
の

理
解

を
得

て
い

る
。

(
b
)
 
ス

テ
ー

ク
ホ

ル
ダ

ー
会

議
で

得
た

意
見

は
、

可
能

な
限

り
本

事
業

に
反

映
し

た
。

(
3
)
代

替
案

の
検

討
(
a
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
計

画
の

複
数

の
代

替
案

は
（

検
討

の
際

、
環

境
・

社
会

に
係

る
項

目
も

含
め

て
）

検
討

さ
れ

て
い

る
か

。
(a

) 
Y

(
a
)
 
ゼ

ロ
オ

プ
シ

ョ
ン

を
含

め
、

5
案

を
比

較
検

討
し

、
適

案
を

本
事

業
と

し
て

採
用

し
た

。

(
1
)
大

気
質

(
a
)
 
通

行
車

両
等

か
ら

排
出

さ
れ

る
大

気
汚

染
物

質
に

よ
る

影
響

は
あ

る
か

。
当

該
国

の
環

境
基

準
等

と
整

合
す

る
か

。
(
b
)
 
ル

ー
ト

付
近

に
お

い
て

大
気

汚
染

状
況

が
既

に
環

境
基

準
を

上
回

っ
て

い
る

場
合

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
が

更
に

大
気

汚
染

を
悪

化
さ

せ
る

か
。

大
気

質
に

対
す

る
対

策
は

取
ら

れ
る

か
。

(a
) 

Y
(b

) 
N

(
a
)
 
本

事
業

は
道

路
の

舗
装

工
事

の
た

め
交

通
量

は
増

加
す

る
が

、
走

行
速

度
が

向
上

す
る

た
め

通
行

車
両

か
ら

排
出

ガ
ス

は
ゼ

ロ
オ

プ
シ

ョ
ン

と
比

較
す

る
と

長
期

的
に

は
多

少
減

少
す

る
か

、
同

等
で

あ
る

。
(
b
)
 
環

境
基

準
を

上
回

る
こ

と
は

な
い

と
想

定
さ

れ
る

が
、

供
用

後
の

大
気

質
に

対
す

る
緩

和
策

と
し

て
、

①
対

象
道

路
周

辺
で

定
期

的
な

大
気

質
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

調
査

を
実

施
、

②
有

鉛
ガ

ソ
リ

ン
使

用
規

制
を

徹
底

す
る

よ
う

関
係

諸
機

関
に

働
き

か
け

る
、

③
整

備
不

良
車

の
取

り
締

ま
り

の
促

進
す

る
よ

う
関

係
諸

機
関

に
働

き
か

け
る

。

(
2
)
水

質

(
a
)
 
盛

土
部

、
切

土
部

等
の

表
土

露
出

部
か

ら
の

土
壌

流
出

に
よ

っ
て

下
流

水
域

の
水

質
が

悪
化

す
る

か
。

(
b
)
 
路

面
か

ら
の

流
出

排
水

が
地

下
水

等
の

水
源

を
汚

染
す

る
か

。
(
c
)
 
パ

ー
キ

ン
グ

/
サ

ー
ビ

ス
エ

リ
ア

等
か

ら
の

排
水

は
当

該
国

の
排

出
基

準
等

と
整

合
す

る
か

。
ま

た
、

排
出

に
よ

り
当

該
国

の
環

境
基

準
と

整
合

し
な

い
水

域
が

生
じ

る
か

。

(a
) 

Y
(b

) 
Y

(c
) 

-

(
a
)
 
可

能
性

と
し

て
考

え
ら

れ
る

。
　

し
か

し
、

大
規

模
な

盛
土

や
切

土
は

計
画

さ
れ

て
い

な
い

こ
と

や
適

切
な

対
策

が
取

ら
れ

る
こ

と
か

ら
、

土
壌

流
出

の
可

能
性

は
低

く
下

流
水

域
の

水
質

悪
化

は
限

定
的

で
あ

る
。

(
b
)
 
路

面
に

付
着

し
た

オ
イ

ル
等

が
、

雨
水

に
よ

り
流

出
し

地
下

水
に

浸
透

す
る

可
能

性
は

あ
る

。
　

し
か

し
な

が
ら

、
軽

微
で

あ
る

こ
と

や
警

察
に

よ
る

違
法

車
両

の
取

締
ま

り
強

化
を

促
進

す
る

こ
と

か
ら

、
影

響
は

少
な

い
と

思
わ

れ
る

。
(
c
)
 
パ

ー
キ

ン
グ

/
サ

ー
ビ

ス
エ

リ
ア

等
は

計
画

さ
れ

な
い

。

(
3
)
廃

棄
物

(
a
)
 
パ

ー
キ

ン
グ

/
サ

ー
ビ

ス
エ

リ
ア

等
か

ら
の

廃
棄

物
は

当
該

国
の

規
定

に
従

っ
て

適
切

に
処

理
・

処
分

さ
れ

る
か

。
(a

) 
-

(
a
)
 
パ

ー
キ

ン
グ

/
サ

ー
ビ

ス
エ

リ
ア

等
は

計
画

さ
れ

な
い

。

(
4
)
騒

音
・

振
動

(
a
)
 
通

行
車

両
に

よ
る

騒
音

・
振

動
は

当
該

国
の

基
準

等
と

整
合

す
る

か
。

(a
) 

Y/
N

(
a
)
 
「

ボ
」

国
で

は
騒

音
に

対
す

る
基

準
（

案
）

は
存

在
す

る
が

、
振

動
に

対
す

る
基

準
は

存
在

し
な

い
。

本
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
完

了
後

も
定

期
的

な
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
を

実
施

し
、

緩
和

策
と

し
て

、
①

整
備

不
良

車
の

取
締

り
の

強
化

を
関

係
諸

機
関

に
働

き
か

け
る

。
②

過
積

載
車

両
の

取
締

り
強

化
を

関
係

諸
機

関
に

働
き

か
け

る
。

１ 　 許 認 可 ・ 説 明 ２ 　 汚 　 染 　 対 　 策
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分 類
環

境
項

目
主

な
チ

ェ
ッ

ク
事

項
Ye

s:
 Y

No
: 

N
具

体
的

な
環

境
社

会
配

慮
（

Y
e
s
/
N
o
の

理
由

、
根

拠
、

緩
和

策
等

)

(
1
)
保

護
区

(
a
)
 
サ

イ
ト

は
当

該
国

の
法

律
・

国
際

条
約

等
に

定
め

ら
れ

た
保

護
区

内
に

立
地

す
る

か
。

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

が
保

護
区

に
影

響
を

与
え

る
か

。
(a

) 
N

(
a
)
 
本

事
業

対
象

路
線

は
、

保
護

区
の

周
辺

地
域

で
は

な
い

。

(
2
)
生

態
系

(
a
)
 
サ

イ
ト

は
原

生
林

、
熱

帯
の

自
然

林
、

生
態

学
的

に
重

要
な

生
息

地
（

珊
瑚

礁
、

マ
ン

グ
ロ

ー
ブ

湿
地

、
干

潟
等

）
を

含
む

か
。

(
b
)
 
サ

イ
ト

は
当

該
国

の
法

律
・

国
際

条
約

等
で

保
護

が
必

要
と

さ
れ

る
貴

重
種

の
生

息
地

を
含

む
か

。
(
c
)
 
生

態
系

へ
の

重
大

な
影

響
が

懸
念

さ
れ

る
場

合
、

生
態

系
へ

の
影

響
を

減
ら

す
対

策
は

な
さ

れ
る

か
。

(
d
)
 
野

生
生

物
及

び
家

畜
の

移
動

経
路

の
遮

断
、

生
息

地
の

分
断

、
動

物
の

交
通

事
故

等
に

対
す

る
対

策
は

な
さ

れ
る

か
。

(
e
)
 
道

路
が

出
来

た
こ

と
に

よ
っ

て
、

開
発

に
伴

う
森

林
破

壊
や

密
猟

、
砂

漠
化

、
湿

原
の

乾
燥

等
は

生
じ

る
か

。
外

来
種

（
従

来
そ

の
地

域
に

生
息

し
て

い
な

か
っ

た
）

、
病

害
虫

等
が

移
入

し
、

生
態

系
が

乱
さ

れ
る

恐
れ

は
あ

る
か

。
こ

れ
ら

に
対

す
る

対
策

は
用

意
さ

れ
て

い
る

か
。

(
f
)
 
未

開
発

地
域

に
道

路
を

建
設

す
る

場
合

、
新

た
な

地
域

開
発

に
伴

い
自

然
環

境
が

大
き

く
損

な
わ

れ
る

か
。

(a
) 

N
(b

) 
N

(c
) 

-
(d

) 
N

(e
) 

N
(f

) 
N

(
a
)
 
現

地
調

査
及

び
サ

ン
タ

ク
ル

ス
県

と
の

協
議

で
は

、
本

事
業

対
象

道
路

沿
い

に
は

原
生

林
・

熱
帯

の
自

然
林

、
生

態
学

的
に

重
要

な
生

息
地

は
含

ま
れ

て
い

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

。
(
b
)
 
サ

ン
タ

ク
ル

ス
県

と
の

協
議

で
は

、
本

事
業

対
象

道
路

沿
い

に
は

「
ボ

」
国

の
法

律
・

国
際

条
約

等
で

保
護

が
必

要
と

さ
れ

る
貴

重
種

の
生

息
地

は
含

ま
な

い
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
。

(
c
)
 
本

事
業

は
生

態
系

へ
の

重
大

な
影

響
は

与
え

な
い

が
、

生
態

系
へ

の
影

響
を

減
ら

す
対

策
と

し
て

、
①

R
O
W
内

で
道

路
や

そ
の

付
属

構
造

物
に

直
接

影
響

の
な

い
樹

木
は

伐
採

し
な

い
。

(
d
)
 
本

事
業

対
象

路
線

周
辺

は
、

既
存

道
路

の
舗

装
及

び
農

地
や

住
宅

地
に

位
置

し
て

い
る

こ
と

に
よ

り
野

生
生

物
及

び
家

畜
の

移
動

経
路

・
生

息
地

を
分

断
・

遮
断

す
る

こ
と

は
な

い
。

(
e
)
 
本

事
業

実
施

に
よ

り
、

一
部

の
木

を
伐

採
す

る
こ

と
に

な
る

が
、

緩
和

策
と

し
て

R
O
W
内

で
道

路
や

そ
の

付
属

構
造

物
に

直
接

影
響

の
な

い
樹

木
は

伐
採

し
な

い
。

(
f
)
 
本

事
業

対
象

道
路

周
辺

は
、

既
に

農
地

や
住

宅
地

と
し

て
使

用
さ

れ
て

い
る

た
め

、
新

た
な

地
域

開
発

に
伴

う
自

然
環

境
の

破
壊

は
な

い
。

(
3
)
水

象
(
a
)
 
地

形
の

改
変

や
ト

ン
ネ

ル
等

の
構

造
物

の
新

設
が

地
表

水
、

地
下

水
の

流
れ

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

か
。

(a
) 

N
(
a
)
 
河

川
内

お
よ

び
水

流
へ

の
影

響
が

な
い

橋
脚

形
式

を
採

用
す

る
。

(
4
)
地

形
・

地
質

(
a
)
 
ル

ー
ト

上
に

土
砂

崩
壊

や
地

滑
り

が
生

じ
そ

う
な

地
質

の
悪

い
場

所
は

あ
る

か
。

あ
る

場
合

は
工

法
等

で
適

切
な

処
置

が
な

さ
れ

る
か

。
(
b
)
 
盛

土
、

切
土

等
の

土
木

作
業

に
よ

っ
て

、
土

砂
崩

壊
や

地
滑

り
は

生
じ

る
か

。
土

砂
崩

壊
や

地
滑

り
を

防
ぐ

た
め

の
適

切
な

対
策

が
な

さ
れ

る
か

。
(
c
)
 
盛

土
部

、
切

土
部

、
土

捨
て

場
、

土
砂

採
取

場
か

ら
の

土
壌

流
出

は
生

じ
る

か
。

土
砂

流
出

を
防

ぐ
た

め
の

適
切

な
対

策
が

な
さ

れ
る

か
。

(a
) 

N
(b

) 
N

(c
) 

Y

(
a
)
 
本

事
業

対
象

路
線

は
全

線
に

わ
た

り
比

較
的

平
坦

な
地

形
で

あ
る

た
め

、
土

砂
崩

壊
の

懸
念

は
少

な
く

、
ま

た
地

質
調

査
の

結
果

、
特

に
地

質
の

悪
い

場
所

は
存

在
し

な
い

こ
と

が
確

認
さ

れ
た

。
(
b
)
 
大

規
模

な
盛

土
・

切
土

等
の

土
木

工
事

は
想

定
さ

れ
て

い
な

い
。

(
c
)
 
可

能
性

と
し

て
あ

り
得

る
。

　
盛

土
部

・
切

土
部

は
適

切
な

勾
配

や
種

子
吹

付
工

を
実

施
す

る
。

　
ま

た
、

土
捨

て
場

や
土

砂
採

取
場

は
適

切
に

管
理

さ
れ

て
い

る
こ

と
が

確
認

さ
れ

た
。

３ 　 自 　 然 　 環 　 境
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分 類
環

境
項

目
主

な
チ

ェ
ッ

ク
事

項
Ye

s:
 Y

No
: 

N
具

体
的

な
環

境
社

会
配

慮
（

Y
e
s
/
N
o
の

理
由

、
根

拠
、

緩
和

策
等

)

(
1
)
住

民
移

転

(
a
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
の

実
施

に
伴

い
非

自
発

的
住

民
移

転
は

生
じ

る
か

。
生

じ
る

場
合

は
、

移
転

に
よ

る
影

響
を

小
限

と
す

る
努

力
が

な
さ

れ
る

か
。

(
b
)
 
移

転
す

る
住

民
に

対
し

、
移

転
前

に
補

償
・

生
活

再
建

対
策

に
関

す
る

適
切

な
説

明
が

行
わ

れ
る

か
。

(
c
)
 
住

民
移

転
の

た
め

の
調

査
が

な
さ

れ
、

再
取

得
価

格
に

よ
る

補
償

、
移

転
後

の
生

活
基

盤
の

回
復

を
含

む
移

転
計

画
が

立
て

ら
れ

る
か

。
(
d
)
 
補

償
金

の
支

払
い

は
移

転
前

に
行

わ
れ

る
か

。
(
e
)
 
補

償
方

針
は

文
書

で
策

定
さ

れ
て

い
る

か
。

(
f
)
 
移

転
住

民
の

う
ち

特
に

女
性

､
子

供
､
老

人
､
貧

困
層

､
少

数
民

族
・

先
住

民
族

等
の

社
会

的
弱

者
に

適
切

な
配

慮
が

な
さ

れ
た

計
画

か
。

(
g
)
 
移

転
住

民
に

つ
い

て
移

転
前

の
合

意
は

得
ら

れ
る

か
。

(
h
)
 
住

民
移

転
を

適
切

に
実

施
す

る
た

め
の

体
制

は
整

え
ら

れ
る

か
。

十
分

な
実

施
能

力
と

予
算

措
置

が
講

じ
ら

れ
る

か
。

(
i
)
 
移

転
に

よ
る

影
響

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
が

計
画

さ
れ

る
か

。
(
j
)
 
苦

情
処

理
の

仕
組

み
が

構
築

さ
れ

て
い

る
か

。

(a
) 

-
(b

) 
-

(c
) 

-
(d

) 
-

(e
) 

-
(f

) 
-

(g
) 

-
(h

) 
-

(i
) 

-
(j

) 
Y

(
a
)
非

自
発

的
住

民
移

転
は

発
生

し
な

い
。

し
た

が
っ

て
、

そ
の

影
響

へ
の

配
慮

は
特

に
予

定
さ

れ
て

い
な

い
。

た
だ

し
、

用
地

取
得

が
発

生
す

る
。

(
b
)
移

転
す

る
住

民
は

い
な

い
。

ま
た

、
自

発
的

無
償

提
供

さ
れ

る
た

め
補

償
は

行
わ

れ
な

い
。

(
c
)
同

上
。

提
供

さ
れ

る
土

地
に

て
農

作
物

等
の

生
産

を
行

っ
て

い
な

い
た

め
、

経
済

損
失

は
発

生
し

な
い

。
(
d
)
同

上
(
e
)
同

上
(
f
)
同

上
(
g
)
地

主
と

サ
ン

タ
ク

ル
ス

県
の

間
で

自
発

的
無

償
提

供
の

合
意

済
み

で
あ

る
。

(
h
)
無

償
提

供
の

た
め

、
予

算
措

置
は

行
わ

れ
な

い
。

ま
た

、
現

状
で

使
用

さ
れ

て
い

な
い

土
地

の
た

め
問

題
な

い
。

(
i
)
同

上
(
j
)
C
A
P
に

て
サ

ン
タ

ク
ル

ス
県

に
提

案
済

み
。

ま
た

、
サ

ン
タ

ク
ル

ス
県

も
了

承
済

み
。

(
2
)
生

活
・

生
計

(
a
)
 
新

規
開

発
に

よ
り

道
路

が
設

置
さ

れ
る

場
合

、
既

存
の

交
通

手
段

や
そ

れ
に

従
事

す
る

住
民

の
生

活
へ

の
影

響
は

あ
る

か
。

ま
た

、
土

地
利

用
・

生
計

手
段

の
大

幅
な

変
更

、
失

業
等

は
生

じ
る

か
。

こ
れ

ら
の

影
響

の
緩

和
に

配
慮

し
た

計
画

か
。

(
b
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
り

そ
の

他
の

住
民

の
生

活
に

対
し

悪
影

響
を

及
ぼ

す
か

。
必

要
な

場
合

は
影

響
を

緩
和

す
る

配
慮

が
行

わ
れ

る
か

。
(
c
)
 
他

の
地

域
か

ら
の

人
口

流
入

に
よ

り
病

気
の

発
生

（
H
I
V
等

の
感

染
症

を
含

む
）

の
危

険
は

あ
る

か
。

必
要

に
応

じ
て

適
切

な
公

衆
衛

生
へ

の
配

慮
は

行
わ

れ
る

か
。

(
d
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
っ

て
周

辺
地

域
の

道
路

交
通

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

か
（

渋
滞

、
交

通
事

故
の

増
加

等
）

。
(
e
)
 
道

路
に

よ
っ

て
住

民
の

移
動

に
障

害
が

生
じ

る
か

。
(
f
)
 
道

路
構

造
物

(
陸

橋
等

）
に

よ
り

日
照

阻
害

、
電

波
障

害
を

生
じ

る
か

。

(a
) 

N
(b

) 
N

(c
) 

Y
(d

) 
Y

(e
) 

N
(f

) 
N

(
a
)
 
本

事
業

は
既

存
郎

路
の

舗
装

で
あ

る
た

め
、

既
存

交
通

手
段

へ
悪

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。

(
b
)
 
本

事
業

実
施

に
よ

り
、

住
民

の
生

活
・

生
計

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

こ
と

は
な

い
。

(
c
)
 
本

事
業

実
施

に
よ

り
、

周
辺

地
区

の
開

発
が

促
進

さ
れ

人
口

流
入

に
よ

り
病

気
（

H
I
V
/
A
I
D
S
等

）
の

発
生

の
危

険
が

あ
る

。
(
d
)
 
本

事
業

実
施

に
よ

り
、

交
通

渋
滞

の
緩

和
が

見
込

ま
れ

る
が

、
走

行
速

度
の

上
昇

に
よ

り
事

故
の

増
加

が
想

定
さ

れ
る

。
(
e
)
 
本

事
業

は
既

存
道

路
の

舗
装

で
あ

る
た

め
、

住
民

の
移

動
に

障
害

を
生

じ
る

こ
と

は
な

い
。

(
f
)
 
居

住
地

は
ほ

ぼ
現

況
地

盤
高

で
あ

り
、

そ
の

他
の

地
域

で
も

大
１

ｍ
の

盛
土

の
た

め
、

日
照

障
害

や
電

波
障

害
を

生
じ

る
こ

と
は

な
い

。

(
3
)
文

化
遺

産
(
a
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

よ
り

、
考

古
学

的
、

歴
史

的
、

文
化

的
、

宗
教

的
に

貴
重

な
遺

産
、

史
跡

等
を

損
な

う
恐

れ
は

あ
る

か
。

ま
た

、
当

該
国

の
国

内
法

上
定

め
ら

れ
た

措
置

が
考

慮
さ

れ
る

か
。

(a
) 

N
(
a
)
 
本

事
業

対
象

地
域

周
辺

に
は

考
古

学
的

、
歴

史
的

、
文

化
的

、
宗

教
的

に
貴

重
な

遺
産

・
史

跡
等

は
存

在
し

な
い

。

(
4
)
景

　
観

(
a
)
 
特

に
配

慮
す

べ
き

景
観

が
存

在
す

る
場

合
、

そ
れ

に
対

し
悪

影
響

を
及

ぼ
す

か
。

影
響

が
あ

る
場

合
に

は
必

要
な

対
策

は
取

ら
れ

る
か

。
(a

) 
N

(
a
)
 
特

に
重

大
な

負
の

影
響

は
想

定
さ

れ
て

い
な

い
。

(
5
)
少

数
民

族
、

先
住

民
族

(
a
)
 
当

該
国

の
少

数
民

族
、

先
住

民
族

の
文

化
、

生
活

様
式

へ
の

影
響

を
軽

減
す

る
配

慮
が

な
さ

れ
て

い
る

か
。

(
b
)
 
少

数
民

族
、

先
住

民
族

の
土

地
及

び
資

源
に

関
す

る
諸

権
利

は
尊

重
さ

れ
る

か

(a
) 

-
(b

) 
-

(
a
)
 
本

事
業

対
象

路
線

周
辺

に
は

、
少

数
民

族
・

先
住

民
族

は
存

在
し

な
い

。
し

た
が

っ
て

、
そ

の
影

響
へ

の
配

慮
は

特
に

予
定

さ
れ

て
い

な
い

。
(
b
)
 
同

上
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分 類
環

境
項

目
主

な
チ

ェ
ッ

ク
事

項
Ye

s:
 Y

No
: 

N
具

体
的

な
環

境
社

会
配

慮
（

Y
e
s
/
N
o
の

理
由

、
根

拠
、

緩
和

策
等

)

４ 　 社 会 環 境

(
6
)
労

働
環

境

(
a
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

お
い

て
遵

守
す

べ
き

当
該

国
の

労
働

環
境

に
関

す
る

法
律

が
守

ら
れ

る
か

。
(
b
)
 
労

働
災

害
防

止
に

係
る

安
全

設
備

の
設

置
、

有
害

物
質

の
管

理
等

、
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
関

係
者

へ
の

ハ
ー

ド
面

で
の

安
全

配
慮

が
措

置
さ

れ
て

い
る

か
。

(
c
)
 
安

全
衛

生
計

画
の

策
定

や
作

業
員

等
に

対
す

る
安

全
教

育
（

交
通

安
全

や
公

衆
衛

生
を

含
む

）
の

実
施

等
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

関
係

者
へ

の
ソ

フ
ト

面
で

の
対

応
が

計
画

・
実

施
さ

れ
る

か
。

(
d
)
 
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
に

関
係

す
る

警
備

要
員

が
、

プ
ロ

ジ
ェ

ク
ト

関
係

者
・

地
域

住
民

の
安

全
を

侵
害

す
る

こ
と

の
な

い
よ

う
、

適
切

な
措

置
が

講
じ

ら
れ

る
か

。

(a
) 

Y
(b

) 
Y

(c
) 

Y
(d

) 
Y

(
a
)
 
「

ボ
」

国
の

労
働

法
を

遵
守

す
る

施
工

計
画

を
作

成
さ

れ
る

。
(
b
)
 
(
c
)
 
ハ

ー
ド

面
で

は
工

事
安

全
計

画
に

基
づ

き
、

事
故

を
防

止
す

る
安

全
設

備
が

設
置

さ
れ

る
。

　
ソ

フ
ト

面
で

は
、

工
事

安
全

計
画

に
基

づ
き

安
全

を
確

保
す

る
た

め
の

適
正

な
工

事
実

施
計

画
及

び
工

事
作

業
員

、
他

関
係

者
へ

の
適

切
な

教
育

を
実

施
す

る
よ

う
規

定
す

る
。

ま
た

、
そ

の
監

理
・

指
導

を
行

う
。

(
d
)
 
事

故
防

止
の

た
め

安
全

設
備

の
設

置
、

工
事

作
業

員
、

関
係

者
、

警
備

員
、

交
通

誘
導

員
へ

の
適

切
な

安
全

教
育

を
実

施
す

る
。

安
全

衛
生

状
態

を
保

つ
適

切
な

安
全

衛
生

計
画

、
工

事
計

画
も

策
定

さ
れ

る

(
1
)
工

事
中

の
影

響

(
a
)
 
工

事
中

の
汚

染
（

騒
音

、
振

動
、

濁
水

、
粉

じ
ん

、
排

ガ
ス

、
廃

棄
物

等
）

に
対

し
て

緩
和

策
が

用
意

さ
れ

る
か

。
(
b
)
 
工

事
に

よ
り

自
然

環
境

（
生

態
系

）
に

悪
影

響
を

及
ぼ

す
か

。
ま

た
、

影
響

に
対

す
る

緩
和

策
が

用
意

さ
れ

る
か

。
(
c
)
 
工

事
に

よ
り

社
会

環
境

に
悪

影
響

を
及

ぼ
す

か
。

ま
た

、
影

響
に

対
す

る
緩

和
策

が
用

意
さ

れ
る

か
。

(a
) 

Y
(b

) 
Y

(c
) 

Y

(
a
)
 
各

種
工

事
中

の
影

響
に

関
す

る
対

策
は

以
下

の
通

り
で

あ
る

。
　

騒
音

・
振

動
に

関
し

て
は

、
①

渋
滞

緩
和

を
目

的
に

現
状

土
道

を
コ

ン
ク

リ
ー

ト
舗

装
に

す
る

。
②

道
路

の
表

層
施

工
時

の
打

ち
継

ぎ
目

を
極

力
削

減
す

る
。

③
低

騒
音

型
の

重
機

工
事

車
両

を
使

用
す

る
。

④
適

切
な

重
機

・
工

事
車

両
を

使
用

し
、

そ
れ

ら
の

定
期

的
な

保
守

点
検

を
実

施
す

る
。

⑤
病

院
や

学
校

等
の

周
辺

で
は

、
日

中
の

み
の

作
業

と
す

る
。

⑥
対

象
道

路
周

辺
で

定
期

的
な

騒
音

。
振

動
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
を

実
施

す
る

。
⑦

夜
間

工
事

を
実

施
す

る
場

合
は

、
事

前
に

警
察

か
ら

の
許

可
取

得
と

、
住

民
へ

の
通

達
を

行
う

。
⑧

整
備

不
良

車
へ

の
取

締
り

の
促

進
を

関
係

諸
機

関
に

働
き

か
け

る
。

　
濁

水
に

関
し

て
は

、
①

適
切

な
重

機
・

工
事

車
両

の
使

用
、

重
機

・
工

事
車

両
の

定
期

的
な

保
守

点
検

を
行

う
、

②
工

事
現

場
等

か
ら

発
生

す
る

排
水

は
直

接
河

川
に

放
流

し
な

い
、

③
橋

梁
施

工
時

は
、

オ
イ

ル
フ

ェ
ン

ス
や

汚
濁

防
止

ネ
ッ

ト
等

を
使

用
す

る
。

④
建

設
重

機
等

は
河

川
で

洗
車

し
な

い
。

　
粉

塵
・

排
ガ

ス
に

関
し

て
は

、
①

適
切

な
重

機
・

工
事

車
両

の
使

用
。

重
機

・
工

事
車

両
の

定
期

的
な

保
守

点
検

を
行

う
、

ま
た

、
不

要
な

ア
イ

ド
リ

ン
グ

は
し

な
い

、
②

乾
季

中
は

定
期

的
な

散
水

に
よ

り
ホ

コ
リ

の
巻

き
上

げ
防

止
対

策
を

行
う

、
③

埋
戻

し
材

、
掘

削
残

土
を

仮
置

き
す

る
場

合
は

、
シ

ー
ト

等
で

覆
い

飛
散

防
止

に
努

め
る

、
④

対
象

道
路

周
辺

で
定

期
的

な
大

気
質

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
調

査
を

実
施

す
る

。
⑤

無
鉛

ガ
ソ

リ
ン

を
使

用
す

る
。

　
廃

棄
物

に
関

し
て

は
、

①
建

設
廃

棄
物

は
リ

サ
イ

ク
ル

に
努

め
る

、
②

リ
サ

イ
ク

ル
で

き
な

い
廃

材
は

、
登

録
さ

れ
た

施
設

で
適

切
に

処
理

す
る

。
(
b
)
 
自

然
環

境
へ

の
影

響
に

対
す

る
緩

和
策

と
し

て
、

①
R
O
W
内

で
道

路
や

そ
の

付
属

構
造

物
に

直
接

影
響

の
な

い
樹

木
は

伐
採

し
な

い
、

②
パ

イ
ロ

ン
川

で
は

生
態

系
の

モ
ニ

タ
リ

ン
グ

調
査

を
実

施
す

る
。

(
c
)
 
負

の
影

響
に

対
す

る
緩

和
策

と
し

て
、

①
貧

困
層

へ
優

先
的

に
建

設
工

事
従

事
へ

の
機

会
を

提
供

す
る

、
②

移
動

式
ベ

ン
ダ

ー
に

は
工

事
中

も
工

事
に

影
響

の
な

い
R
O
W
内

で
営

業
を

認
め

る
、

③
交

通
誘

導
員

を
配

置
し

交
通

流
の

円
滑

化
や

事
故

防
止

に
努

め
る

、
④

仮
設

の
バ

ス
停

を
設

置
し

、
⑤

住
民

の
移

動
手

段
を

確
保

す
る

。
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分 類
環

境
項

目
主

な
チ

ェ
ッ

ク
事

項
Ye

s:
 Y

No
: 

N
具

体
的

な
環

境
社

会
配

慮
（

Y
e
s
/
N
o
の

理
由

、
根

拠
、

緩
和

策
等

)

(
2
)
モ

ニ
タ

リ
ン

グ

(
a
)
 
上

記
の

環
境

項
目

の
う

ち
、

影
響

が
考

え
ら

れ
る

項
目

に
対

し
て

、
事

業
者

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
が

計
画

・
実

施
さ

れ
る

か
。

(
b
)
 
当

該
計

画
の

項
目

、
方

法
、

頻
度

等
は

ど
の

よ
う

に
定

め
ら

れ
て

い
る

か
。

(
c
)
 
事

業
者

の
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
体

制
（

組
織

、
人

員
、

機
材

、
予

算
等

と
そ

れ
ら

の
継

続
性

）
は

確
立

さ
れ

る
か

。
(
d
)
 
事

業
者

か
ら

所
管

官
庁

等
へ

の
報

告
の

方
法

、
頻

度
等

は
規

定
さ

れ
て

い
る

か
。

(a
) 

Y
(b

) 
Y

(c
) 

Y
(d

) 
Y

(
a
)
 
E
I
A
報

告
書

に
お

い
て

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
計

画
が

策
定

さ
れ

て
い

る
。

(
b
)
 
想

定
さ

れ
る

影
響

に
対

し
、

項
目

ご
と

に
モ

リ
タ

リ
ン

グ
方

法
、

頻
度

を
示

し
て

い
る

。
(
c
)
 
サ

ン
タ

ク
ル

ス
県

に
は

環
境

部
お

よ
び

公
共

事
業

局
内

環
境

チ
ー

ム
が

設
置

さ
れ

お
り

、
組

織
・

人
員

・
機

材
は

確
保

さ
て

い
る

。
ま

た
、

予
算

に
つ

い
て

は
来

年
度

予
算

に
計

上
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

(
d
)
 
E
I
A
報

告
書

に
記

載
さ

れ
る

予
定

で
あ

る
。

他
の

環
境

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
の

参
照

(
a
)
 
必

要
な

場
合

は
、

林
業

に
係

る
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
該

当
チ

ェ
ッ

ク
事

項
も

追
加

し
て

評
価

す
る

こ
と

（
大

規
模

な
伐

採
を

伴
う

場
合

等
）

。
(
b
)
 
必

要
な

場
合

に
は

送
電

線
・

配
電

に
係

る
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

の
該

当
チ

ェ
ッ

ク
事

項
も

追
加

し
て

評
価

す
る

こ
と

（
送

変
電

・
配

電
施

設
の

建
設

を
伴

う
場

合
等

）

(a
) 

N
(b

) 
N

(
a
)
 
本

事
業

で
は

大
規

模
な

樹
木

伐
採

は
な

い
。

(
b
)
 
本

事
業

で
は

、
送

変
電

・
配

電
施

設
の

建
設

は
な

い
。

環
境

チ
ェ

ッ
ク

リ
ス

ト
使

用
上

の
注

意

(
a
)
 
必

要
な

場
合

に
は

、
越

境
ま

た
は

地
球

規
模

の
環

境
問

題
へ

の
影

響
も

確
認

す
る

。
（

廃
棄

物
の

越
境

処
理

、
酸

性
雨

、
オ

ゾ
ン

層
破

壊
、

地
球

温
暖

化
の

問
題

に
係

る
要

素
が

考
え

ら
れ

る
場

合
等

）

(a
) 

Y
(
a
)
 
想

定
さ

れ
る

項
目

と
し

て
、

地
球

温
暖

化
へ

の
影

響
の

可
能

性
（

C
O
2
排

出
量

の
増

加
）

で
あ

る
が

、
本

事
業

実
施

に
よ

り
排

出
さ

れ
る

C
O
2
は

増
加

す
る

が
、

ゼ
ロ

オ
プ

シ
ョ

ン
と

比
較

す
る

と
多

少
の

減
少

か
、

同
等

で
あ

る
。

注
１

）
　

表
中

『
当

該
国

の
基

準
』

に
つ

い
て

は
、

国
際

的
に

認
め

ら
れ

た
基

準
と

比
較

し
て

著
し

い
乖

離
が

あ
る

場
合

に
は

、
必

要
に

応
じ

対
応

策
を

検
討

す
る

。
当

該
国

に
お

い
て

現
在

規
制

が
確

立
さ

れ
て

い
な

い
項

目
に

つ
い

て
は

、
当

該
国

以
外

（
日

本
に

お
け

る
経

験
も

含
め

て
）

の
適

切
な

基
準

と
の

比
較

に
よ

り
検

討
を

行
う

。
注

２
）

　
環

境
チ

ェ
ッ

ク
リ

ス
ト

は
あ

く
ま

で
も

標
準

的
な

環
境

チ
ェ

ッ
ク

項
目

を
示

し
た

も
の

で
あ

り
、

事
業

お
よ

び
地

域
の

特
性

に
よ

っ
て

は
、

項
目

の
削

除
ま

た
は

追
加

を
行

う
必

要
が

あ
る

。

６ 　 留 意 点
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Annex.9 Environmental Management Plan/Environmental Monitoring Plan 

 

環境項目 項目 地点 頻度 

上段：工事前 

中段：工事中 

下段：供用時 

実施機関 

上段：工事前 

中段：工事中 

下段：供用時 

【工事前】【工事中】【供用時】    

大気質 

(悪臭を含

む) 

PM2.5、PM10、CO、

NOx、SOx、粉塵、

悪臭、風向、風速 

始点(オキナワ第一移住地)、中間点

(オキナワ第一移住地～オキナワ第

二移住地間)、終点(オキナワ第二移

住地) 

1 回(EIA 前) 

1 回／1.5 ヶ月～2 ヶ月

1 回／6 ヶ月 

SOPOT 

SOPOT 

SOPOT 

騒音 騒音レベル 

住宅地区(オキナワ第一移住地、オ

キナワ第二移住地)、農業地区(オキ

ナワ第一移住地～オキナワ第二移

住地間) 

1 回(EIA 前) 

1 回／1.5 ヶ月～2 ヶ月

1 回／6 ヶ月 

SOPOT 

SOPOT 

SOPOT 

振動 加速度 

住宅地区(オキナワ第一移住地、オ

キナワ第二移住地) 、農業地区(オ

キナワ第一移住地～オキナワ第二

移住地間) 

1 回(EIA 前) 

1 回／1.5 ヶ月～2 ヶ月

1 回／6 ヶ月 

SOPOT 

SOPOT 

SOPOT 

水質 

pH、SS、COD、DO、

油類、伝導度、濁り、

臭気、色 

井戸・パイロン川(2 箇所・道路近

傍) 

1 回(EIA 前) 

1 回／1.5 ヶ月～2 ヶ月

1 回／6 ヶ月 

SOPOT 

SOPOT 

SOPOT 

廃棄物 目視による確認（写

真による状況保存） 

指定廃棄物処理地 1 回(工事前) 

1 回／6 ヶ月 

1 回／6 ヶ月 

SOPOT 

SOPOT 

SOPOT 

事故 警察による事故 沿線 1 回(工事前) 

1 回／6 ヶ月 

1 回／6 ヶ月 

SOPOT/オキナワ市

SOPOT/オキナワ市

SOPOT/オキナワ市
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Annex.10 Environmental and Social Monitoring Form
environmental monitoring form for Construction/Operation Stage

Submission of
Moritoring Report

1 2021(Latter Half) YYYY/MM/DD
2 2022(First Half) YYYY/MM/DD
3 2022(Latter Half) YYYY/MM/DD
4 2023(First Half) YYYY/MM/DD

Complaint
Complaint
recelved

Complaint
resolved

1 YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD
2 YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD
3 YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD YYYY/MM/DD

HIV/AIDS and other Sexually Transmitted Diseases <Campaing>

Contraceptive Condome Male Female Total
1 YYYY/MM/DD
2 YYYY/MM/DD
3 YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD

Sanitary Situation <Garbage along the road> <Monitoring Frequency>Monthly
Date Situation Observed

1 YYYY/MM/DD
2 YYYY/MM/DD
3 YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD

Drainwage Situation <Monitoring Frequency>Every two (2)weeks
Date Situation Observed

1 YYYY/MM/DD
2 YYYY/MM/DD
3 YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD
YYYY/MM/DD

Number of Participants

Measure Taken

Measure Taken

Date Place
Namber of Safety

Measures Distributed

Type of Complaint
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environmental monitoring form for Construction/Operation Stage

Air Quality,Water Quality,Noise&Vibration
Item Parameter Location Result Standard Remarks

[A]
[B]
[C]
[A]
[B]
[C]
[A]
[B]
[C]
[A]
[B]
[C]
[A]
[B]
[C]
[A] 65dB
[B] 65dB
[C] 65dB
[A] 4.0m/s2

[B] 4.0m/s2

[C] 4.0m/s2

[A]
[B]
[A]
[B]
[A]
[B]
[A]
[B]
[A]
[B]
[A]
[B]
[A]
[B]

WHO:World Health Organization**Remarks;Past trend and current status including remedial measures if necessary
<Monitoring Frequency>Every four(4)months

-

0.1mg/L(WHO)

Water
Quality

DO

E.Coll

Oil&Grease

6.5-9.0(National)
6.5-8.5(WHO)

-

30mg/L(WHO)

30-50mg/L(WHO)

<5.0mg/L(WHO)

pH

Temperature

SS

COD

Air
Quality

Noise Level
(Day Time:

06:01-22:00)
Noise

Vibration Level
(Day Time:

06:01-22:00)
Vibration

PM10
（average 24h)

150μg/m3(Ley 1333)
50μg/m3(WHO)

TSP
（average 24h)

260μg/m3(Ley 1333)
(average 24h)

CO
（average 8h) 1,000mg/m3(WHO)

SO2

（average 24h)
400μg/m3(Ley 1333) (average 24h)

20μg/m3(WHO) (average 24h)

NO2

（average 24h)
400μg/m3(Ley 1333) (average 8h)

40μg/m3(WHO) (average 24h)
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environmental monitoring form for Construction/Operation Stage

Coordinates of each Survey Points
North:N
West:W

N
W
N
W
N
W
N
W

Ecosystem<Visual observation of animals>
Location

Date of Survey Root Cause Measure Taken

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

YYYY/MM/DD

Coordinates

3
2022

(Latter
Half)

4
2023
(First
Half)

Survey
Point

[A]

[B]

[C]

[D]

1
2021

(Latter
Half)

2
2022
(First
Half)

Air Quality Water Quality Noise&Vibration

Creatures Found Threaten to
Ecosystem(if any)
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4-1　討議議事録（2018年3月）
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4-2 討議議事録（M/D）(2014 年 8 月) 

（英文訳） 
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